
  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

1　事業の概要

①　成果目標（H26)

②　事業内容

　国庫支出金

　県　債

　その他（　　　　　　）

　一般財源

 決　　算　　額（B）

 職員数（人）

 概算人件費 （Ｃ）

（指摘事項等） （対応）

　○長野県健康づくり推進県民会議の開催　１回／年
　○圏域健康づくり推進会議、地域・職域連携推進会議の開催　２回／年（合計20回）

2,733 2,077 2,077

（予算案）

長野県健康づくり推進県民会
議

直接
　県計画の推進、普及啓発、評価、見直しを行うとと
もに、地域保健と職域保健の連携を図る　１回／年

合計

H25 H26

863

圏域健康づくり推進会議 直接

　二次医療圏(保健福祉事務所)単位で、県計画の
推進や健康格差の縮小及び地域保健と職域保健の
連携を図る。
・圏域健康づくり推進会議及び分野別会議　1回／
年
・地域・職域連携推進会議　１回／年

1,969 1,214 1,214

（当初）

764 863

0

事業番号 04 07 23 事業改善シート （26年度実施事業分）　　□当初要求　　■当初予算案　　□補正予算案　　　□点検

事　業　名 健康増進計画推進事業 担
当
課

部局 健康福祉部

課・室 健康長寿課

総合５か
年計画

プロジェクト  E-mail kenko-choju@pref.nagano.lg.jp

施策の総合的展開
６－１ 健康で長生きできる地域づくり

目指す姿

現状
・平成25年２月に、長野県健康増進計画を含む「信州保健医療総合計画」が策定され、平成29年度までの目標が示された。
・「長生き」から「健康で長生き」へと更なる施策の展開を図る必要がある。

県が関与
する理由

　「健康長寿」世界一を目指して、保健、医療、教育、医療保険、職域等の関係機関・団体、県民等が連携しながら、それぞれの特性に
応じた総合的、効果的な健康づくりに取り組む。

県でなければ実施不可（その他）
【左記の説明、根拠法令等】

・健康増進法第８条、第19条の３により県計画策定と市町村の援助が義務付けられている
・国庫補助金の交付主体が都道府県である(地域・職域連携推進事業費)
・信州保健医療総合計画

１　保健活動の推進 実施期間 H14 ～

困難県民との協働による実施：

事業内容

（単位：千円）　

項目 実施方法 H26実施内容

0 0 0

0 0

（要求）

26要求 26予算案 成果目標の達成状況

予
算
額

前年度繰越

2,077 2,077

合計（A) 2,311 2,733 2,077 2,077
健康づくり推進県
民会議 １回/年 １回／年

H27
目標

補正予算

Aの
財源

1,155 1,155

当初予算 2,311 2,311 2,733

1,364 1,037

2,311

目標 成果 達成状況

1,037 圏域健康づくり推
進会議 30回/年 20回/年

項目
H25末

（見込）

1,156 1,156 1,369 1,040 1,040

23年度 24年度 25年度

H26

概　算
人件費

2.20 2.20 2.20 2.20 2.20

18,168

2,311 1,495

指摘事項等への対応

□監査

□決算特別委員会

□県民協働による事業改善

要求からの主な変更点 要求どおり

20,245 概算事業費（B（A）+C） 20,479 19,663 20,901 20,245

18,168 18,168 18,168 18,168

事
 

業
 
コ
 
ス
 
ト

区　　分（単位：千円）
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